
 

（ 別 紙 ３ ）  

 

柏 市 条 例 第   号  

 

   柏 市 ア フ タ ー ス ク ー ル 条 例  

 

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は ， 本 市 が 設 置 す る 小 学 校 に お い て ， 児 童 に 対 し

放 課 後 等 に 多 種 多 様 な 体 験 活 動 及 び 生 活 の 場 を 提 供 す る こ と に よ

り ， 全 て の 児 童 が 安 全 で 安 心 し て 自 分 ら し く 過 ご す こ と が で き る

放 課 後 等 に お け る 居 場 所 の 充 実 を 図 り ， も っ て 児 童 の 健 全 な 育 成

に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ ア フ タ ー ス ク ー ル 事 業 ）  

第 ２ 条  市 長 は ， 前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め ， ア フ タ ー ス ク ー ル 事

業 を 実 施 す る 。  

２  前 項 の ア フ タ ー ス ク ー ル 事 業 と は ， 次 に 掲 げ る 事 業 を 一 体 的 に

行 う 事 業 を い う 。  

 (1) 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 ） 第 ６ 条 の ３ 第 ２ 項

に 規 定 す る 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業  

 (2) 学 齢 児 童 （ 学 校 教 育 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ２ ６ 号 ） 第 １ ８ 条

に 規 定 す る 学 齢 児 童 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 対 し ， 主 と し て 学

校 の 授 業 の 終 了 後 又 は 休 業 日 に お い て ， 学 習 ， ス ポ ー ツ ， 遊 び ，

地 域 と の 交 流 そ の 他 の 活 動 の 機 会 を 提 供 す る 事 業  

 （ 実 施 場 所 ）  

第 ３ 条  前 条 第 １ 項 の ア フ タ ー ス ク ー ル 事 業 （ 以 下 「 事 業 」 と い

う 。 ） は ， 本 市 が 設 置 す る 小 学 校 の 施 設 及 び ア フ タ ー ス ク ー ル ル

ー ム 事 業 を 実 施 す る た め に 設 置 す る 施 設 を い う 。 次 項 に お い て 同

じ 。 ） を 利 用 し て 実 施 す る 。  

２  ア フ タ ー ス ク ー ル ル ー ム の 名 称 及 び 位 置 は ， 別 表 の と お り と す

る 。  

 （ 休 業 日 及 び 実 施 時 間 ）  

第 ４ 条  事 業 の 休 業 日 は ， 次 に 掲 げ る 日 と す る 。 た だ し ， 市 長 が 必

要 が あ る と 認 め る と き は ， こ れ を 変 更 し ， 又 は 臨 時 に 休 業 す る こ



 

と が で き る 。  

 (1) 日 曜 日  

 (2) 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ７ ８ 号 ） に 規

定 す る 休 日  

 (3) １ 月 ２ 日 及 び 同 月 ３ 日 並 び に １ ２ 月 ２ ９ 日 か ら 同 月 ３ １ 日 ま

で  

２  事 業 の 実 施 時 間 は ， 事 業 を 実 施 す る 小 学 校 （ 以 下 「 事 業 実 施 校 」

と い う 。 ） の 休 業 日 以 外 の 日 に あ っ て は 午 後 １ 時 ３ ０ 分 又 は 当 該

事 業 実 施 校 の 授 業 の 終 了 後 の い ず れ か 早 い 時 間 か ら 午 後 ７ 時 ま で ，

事 業 実 施 校 の 休 業 日 に あ っ て は 午 前 ８ 時 （ 当 該 休 業 日 が 長 期 休 業

日 （ 学 校 教 育 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ８ 年 政 令 第 ３ ４ ０ 号 ） 第 ２ ９ 条 第

１ 項 の 規 定 に よ り 教 育 委 員 会 が 定 め る 夏 季 ， 冬 季 ， 学 年 末 等 に お

け る 休 業 日 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ る 場 合 に あ っ て は ， 午 前 ７

時 ） か ら 午 後 ７ 時 ま で と す る 。 た だ し ， 市 長 が 特 に 必 要 が あ る と

認 め る と き は ， こ れ を 変 更 す る こ と が で き る 。  

 （ 事 業 の 実 施 区 分 ）  

第 ５ 条  事 業 は ， 次 に 掲 げ る 区 分 に よ り 実 施 す る 。  

 (1) 次 号 か ら 第 ４ 号 ま で に 掲 げ る 時 間 以 外 の 時 間 に 実 施 す る 事 業

（ 以 下 「 第 １ 号 事 業 」 と い う 。 ）  

 (2) 事 業 実 施 校 の 休 業 日 （ 長 期 休 業 日 （ 土 曜 日 及 び 市 長 が 別 に 定

め る 日 を 除 く 。 ） を 除 く 。 ） の 午 前 ８ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で の 間

に 実 施 す る 事 業 （ 以 下 「 第 ２ 号 事 業 」 と い う 。 ）  

 (3) 午 後 ５ 時 か ら 午 後 ７ 時 ま で の 間 に 実 施 す る 事 業 （ 以 下 「 第 ３

号 事 業 」 と い う 。 ）  

 (4) 長 期 休 業 日 の 午 前 ７ 時 か ら 午 前 ８ 時 ま で の 間 に 実 施 す る 事 業

（ 以 下 「 第 ４ 号 事 業 」 と い う 。 ）  

 （ 事 業 の 対 象 と な る 児 童 ）  

第 ６ 条  第 １ 号 事 業 の 対 象 と な る 児 童 は ， 本 市 に 住 所 を 有 し ， 又 は

本 市 が 設 置 す る 小 学 校 に 在 籍 し て い る 学 齢 児 童 そ の 他 市 長 が 認 め

る 児 童 （ 以 下 「 対 象 児 童 」 と い う 。 ） と す る 。  

２  第 ２ 号 事 業 ， 第 ３ 号 事 業 及 び 第 ４ 号 事 業 の 対 象 と な る 児 童 は ，

対 象 児 童 で あ っ て ， そ の 保 護 者 （ 児 童 福 祉 法 第 ６ 条 に 規 定 す る 保

護 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 労 働 若 し く は 疾 病 そ の 他 の 事 由 に よ



 

り 家 庭 に お い て 必 要 な 保 育 を 受 け る こ と が で き な い も の 又 は こ れ

に 準 じ る 状 況 に あ る と し て 市 長 が 認 め る も の と す る 。  

 （ 事 業 の 利 用 ）  

第 ７ 条  事 業 を 利 用 し よ う と す る 児 童 の 保 護 者 は ， 規 則 で 定 め る と

こ ろ に よ り 市 長 に 申 請 を し ， そ の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 許 可 （ 以 下 「 利 用 許 可 」 と い う 。 ） は ， 次 に 掲 げ る 区 分

に よ り 行 う も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て ， 第 １ 号 に 掲 げ る 区 分

に 係 る 利 用 許 可 は 同 項 の 申 請 に 係 る 児 童 が 当 該 申 請 に 係 る 事 業 実

施 校 に 在 籍 し て い る 場 合 に ， 第 ４ 号 に 掲 げ る 区 分 に 係 る 利 用 許 可

は 当 該 申 請 に 係 る 保 護 者 が 併 せ て 第 ２ 号 又 は 第 ３ 号 に 掲 げ る 区 分

に 係 る 利 用 許 可 を 受 け る 場 合 に 限 り 行 う も の と す る 。  

 (1) 第 １ 号 事 業 の 利 用  

 (2) 第 １ 号 事 業 及 び 第 ２ 号 事 業 の 利 用  

 (3) 第 １ 号 事 業 ， 第 ２ 号 事 業 及 び 第 ３ 号 事 業 の 利 用  

 (4) 第 ４ 号 事 業 の 利 用  

３  市 長 は ， 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は ， 利 用 許 可 を し

な い こ と が で き る 。  

 (1) 第 １ 項 の 申 請 に 係 る 児 童 が 疾 病 そ の 他 の 事 由 に よ り 集 団 生 活

に 耐 え な い と 認 め ら れ る と き 。  

 (2) 前 項 第 ２ 号 か ら 第 ４ 号 ま で に 掲 げ る 区 分 に 係 る 利 用 許 可 に あ

っ て は ， 規 則 で 定 め る 利 用 定 員 を 超 え て 第 １ 項 の 申 請 が あ っ た

と き 。  

 (3) 第 １ 項 の 申 請 に 係 る 保 護 者 が 次 条 第 １ 項 の 利 用 料 を 滞 納 し て

い る と き （ こ れ に 準 じ る と き と し て 規 則 で 定 め る と き を 含

む 。 ） 。  

 (4) そ の 他 事 業 の 運 営 上 支 障 が あ る と 認 め ら れ る と き 。  

 （ 利 用 料 ）  

第 ８ 条  利 用 許 可 を 受 け た 者 は ， 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り ， 当 該

利 用 許 可 を 受 け た 期 間 の 初 日 の 属 す る 月 か ら 当 該 期 間 の 末 日 の 属

す る 月 （ 第 １ ２ 条 第 ２ 項 又 は 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 当 該 利 用 許 可 の

取 消 し を 受 け た 場 合 に あ っ て は ， 当 該 取 消 し を 受 け た 日 の 属 す る

月 ） ま で の 各 月 ご と に 利 用 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 利 用 料 (以 下 「 利 用 料 」 と い う 。 )の 額 は ， 利 用 許 可 に 係



 

る 児 童 １ 人 当 た り ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ ， そ れ ぞ

れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

 (1) 前 条 第 ２ 項 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 に 掲 げ る 区 分 に 係 る 利 用 許 可 を

受 け た 場 合  ４ ， ０ ０ ０ 円 （ ８ 月 分 に あ っ て は ， ９ ， ０ ０ ０ 円 ）  

 (2) 前 条 第 ２ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 区 分 に 係 る 利 用 許 可 を 受 け た 場 合  

   １ ０ ， ０ ０ ０ 円 （ 当 該 利 用 許 可 を 受 け た 者 が 第 4 項 の 規 定 に

よ る 申 出 を し た 場 合 に あ っ て は ， ８ ， ０ ０ ０ 円 （ ８ 月 分 に あ

っ て は ， １ ５ ， ０ ０ ０ 円 (当 該 利 用 許 可 を 受 け た 者 が 当 該 申 出

を し た 場 合 に あ っ て は ， １ ３ ， ０ ０ ０ 円 )) 

 (3) 前 条 第 ２ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 区 分 に 係 る 利 用 許 可 を 受 け た 場 合  

   ５ ０ ０ 円 （ ８ 月 分 に あ っ て は ， １ ， ０ ０ ０ 円 ）  

３  利 用 許 可 に 係 る 児 童 が 同 一 の 世 帯 に ２ 人 以 上 い る 場 合 に お け る

当 該 児 童 の う ち 規 則 で 定 め る １ 人 の も の 以 外 の も の に 係 る 利 用 料

の 額 （ 前 項 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に 掲 げ る 場 合 に 係 る も の に 限 る 。 ）

は ， 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 同 項 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に 定 め る 額

の ２ 分 の １ の 額 と す る 。  

４  前 条 第 ２ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 区 分 に 係 る 利 用 許 可 を 受 け た 者 は ，

当 該 利 用 許 可 に 係 る 児 童 に つ い て 間 食 の 提 供 を 受 け る こ と を 要 し

な い と き は ， あ ら か じ め そ の 旨 を 市 長 に 申 し 出 な け れ ば な ら な い 。  

 （ 利 用 料 の 減 免 ）  

第 ９ 条  市 長 は ， 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り ， 利 用 料 の 全 部 又 は 一

部 を 免 除 す る こ と が で き る 。  

 （ 利 用 料 の 返 還 ）  

第 １ ０ 条  既 に 納 付 し た 利 用 料 は ， 返 還 し な い 。 た だ し ， 市 長 は ，

や む を 得 な い 理 由 が あ る と 認 め る と き は ， 利 用 料 の 全 部 又 は 一 部

を 返 還 す る こ と が で き る 。  

 （ 届 出 ）  

第 １ １ 条  利 用 許 可 を 受 け た 者 は ， 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

と き は ， 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

 (1) 利 用 許 可 に 係 る 児 童 に つ い て 当 該 利 用 許 可 に 係 る 事 業 を 利 用

す る 必 要 が な く な っ た と き 。  

 (2) 利 用 許 可 に 係 る 児 童 が 対 象 児 童 で な く な っ た と き 。  

 (3) 第 ７ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 か ら 第 ４ 号 ま で に 掲 げ る 区 分 に 係 る 利 用



 

許 可 に 係 る 児 童 が 第 ６ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 し な く な

っ た と き 。  

 (4) 第 ７ 条 第 ３ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 事 由 に 該 当 す る こ と と な っ た と

き 。  

 (5) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か ， 規 則 で 定 め る と き 。  

２  市 長 は ， 前 項 （ 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の

規 定 に よ る 届 出 が あ っ た と き は ， 当 該 届 出 に 係 る 児 童 に つ い て の

利 用 許 可 を 取 り 消 す も の と す る 。  

 （ 利 用 許 可 の 取 消 し 等 ）  

第 １ ２ 条  市 長 は ， 利 用 許 可 に 係 る 児 童 が 学 校 保 健 安 全 法 （ 昭 和 ３

３ 年 法 律 第 ５ ６ 号 ） 第 １ ９ 条 の 規 定 に よ る 出 席 停 止 の 指 示 を 受 け

た と き は ， 事 業 の 利 用 の 停 止 を 命 じ る こ と が で き る 。  

２  市 長 は ， 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は ， 利 用 許 可 を 取

り 消 し ， 又 は 事 業 の 利 用 を 制 限 し ， 若 し く は 停 止 を 命 じ る こ と が

で き る 。  

 (1) 第 ７ 条 第 ３ 項 各 号 （ 第 ２ 号 を 除 く 。 ） に 掲 げ る 事 由 に 該 当 す

る と き 。  

 (2) 利 用 許 可 を 受 け た 者 が こ の 条 例 若 し く は こ の 条 例 に 基 づ く 規

則 の 規 定 に 違 反 し ， 又 は 市 長 が 行 う 事 業 の 運 営 上 必 要 な 指 示 に

従 わ な い と き 。  

３  市 長 は ， 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は ， 利 用 許 可 を 取

り 消 す こ と が で き る 。  

 (1) 利 用 許 可 を 受 け た 者 が 虚 偽 又 は 不 正 の 手 段 に よ り 当 該 利 用 許

可 を 受 け た と き 。  

 (2) 第 ７ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 か ら 第 ４ 号 ま で に 掲 げ る 区 分 に 係 る 利 用

許 可 を 受 け た 者 が ， 正 当 な 理 由 が な い の に ， 長 期 に わ た り 当 該

利 用 許 可 に 係 る 事 業 を 利 用 し な い と き 。  

 (3) 前 条 第 １ 項 第 ２ 号 又 は 第 ３ 号 の 規 定 に よ る 届 出 が な く て ， こ

れ ら の 規 定 に 該 当 す る こ と が 判 明 し た と き 。  

 （ 委 任 ）  

第 １ ３ 条  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は ， 市 長 が 別 に 定 め る 。  

 

   附  則  



 

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は ， 令 和 ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し ， 次 の 各

号 に 掲 げ る 規 定 は ， そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

 (1) 第 ５ 条 第 ２ 号 ， 第 ７ 条 第 ３ 項 第 ３ 号 及 び 第 ８ 条 か ら 第 １ ０ 条

ま で の 改 正 規 定  令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日  

 (2) 次 項 の 規 定  令 和 ８ 年 １ ０ 月 １ 日  

 （ 準 備 行 為 ）  

２  次 の 表 に 掲 げ る ア フ タ ー ス ク ー ル ル ー ム に 係 る こ の 条 例 に よ る

改 正 後 の 柏 市 ア フ タ ー ス ク ー ル 条 例 第 ７ 条 第 １ 項 の 申 請 及 び 利 用

許 可 ， 同 条 例 第 １ １ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 並 び に 同 条 第 ２ 項

並 び に 同 条 例 第 １ ２ 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 利 用 許 可 の

取 消 し 並 び に こ れ ら に 関 し 必 要 な 手 続 そ の 他 の 行 為 は ， こ の 条 例

の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 に お い て も ， こ れ ら の

規 定 の 例 に よ り 行 う こ と が で き る 。  

柏七小アフタースクールルーム 

増尾西小アフタースクールルーム 

柏一小アフタースクールルーム 

藤心小アフタースクールルーム 

柏二小アフタースクールルーム 

西原小アフタースクールルーム 

十余二小アフタースクールルーム 

酒井根西小アフタースクールルーム 

富勢西小アフタースクールルーム 

高田小アフタースクールルーム 

大津ケ丘二小アフタースクールルーム 

風早北部小アフタースクールルーム 

風早南部小アフタースクールルーム 

中原小アフタースクールルーム 

逆井小アフタースクールルーム 

花野井小アフタースクールルーム 

旭東小アフタースクールルーム 

柏六小アフタースクールルーム 



 

柏の葉小アフタースクールルーム 

手賀西小アフタースクールルーム 

富勢東小アフタースクールルーム 

手賀東小アフタースクールルーム 

 （ 柏 市 立 こ ど も ル ー ム 条 例 の 廃 止 ）  

３  柏 市 立 こ ど も ル ー ム 条 例 （ 平 成 ７ 年 柏 市 条 例 第 １ ８ 条 ） は ， 廃

止 す る 。  

 （ 柏 市 立 こ ど も ル ー ム 条 例 の 廃 止 に 伴 う 経 過 措 置 ）  

４  施 行 日 前 に 前 項 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 柏 市 立 こ ど も ル ー ム 条 例

第 ４ 条 第 １ 項 の 許 可 を 受 け た 者 に 係 る 同 条 例 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定

に よ る 保 育 料 の 納 付 及 び 同 条 例 第 ５ 条 の ３ 第 ３ 項 の 承 諾 を 得 て 同

条 第 ２ 項 の 時 間 外 保 育 を 利 用 し た 者 に 係 る 同 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ

る 時 間 外 保 育 料 の 納 付 に つ い て は ， な お 従 前 の 例 に よ る 。  

別 表 （ 第 ３ 条 第 ２ 項 ）  

名称 位置 

柏五小アフタースクールルーム 柏市柏９３２番地の７ 

富勢小アフタースクールルーム 柏市布施９２５番地の１ 

旭小アフタースクールルーム 柏市旭町六丁目５番１７号 

柏七小アフタースクールルーム 柏市篠籠田７２３番地の１ 

増尾西小アフタースクールルーム 柏市増尾台三丁目５番９号 

酒井根小アフタースクールルーム 柏市酒井根１９番地の２ 

土南部小アフタースクールルーム 柏市新逆井一丁目１０番１号 

柏一小アフタースクールルーム 柏市あけぼの一丁目７番６号 

藤心小アフタースクールルーム 柏市藤心８８０番地の１ 

柏二小アフタースクールルーム 柏市豊四季３１０番地 

松葉二小アフタースクールルーム 柏市松葉町二丁目１６番地 

光ケ丘小アフタースクールルーム 流山市向小金四丁目２０番地の１ 

柏四小アフタースクールルーム 柏市松ケ崎１１８２番地の９ 

田中小アフタースクールルーム 柏市大室１１９３番地の３ 

西原小アフタースクールルーム 柏市西原四丁目１７番１号 

十余二小アフタースクールルーム 柏市柏の葉四丁目４番地の１ 

酒井根東小アフタースクールルー 柏市酒井根一丁目２番１号 



 

ム 

酒井根西小アフタースクールルー

ム 

柏市酒井根６６２番地の１ 

土小アフタースクールルーム 柏市増尾四丁目４番１号 

富勢西小アフタースクールルーム 柏市布施８４番地の２ 

高田小アフタースクールルーム 柏市高田３７６番地の３ 

柏八小アフタースクールルーム 柏市永楽台二丁目８番１号 

名戸ケ谷小アフタースクールルー

ム 

柏市名戸ケ谷４７４番地の１ 

大津ケ丘一小アフタースクールル

ーム 

柏市大津ケ丘三丁目５０番地 

大津ケ丘二小アフタースクールル

ーム 

柏市大津ケ丘四丁目８番地 

高柳小アフタースクールルーム 柏市高南台三丁目１４番地１２ 

高柳西小アフタースクールルーム 柏市しいの木台三丁目２番地 

風早北部小アフタースクールルー

ム 

柏市大井１８５２番地１０ 

風早南部小アフタースクールルー

ム 

柏市藤ケ谷新田１１１番地２ 

豊小アフタースクールルーム 柏市豊四季６１０番地の２ 

松葉一小アフタースクールルーム 柏市松葉町五丁目３番地 

柏三小アフタースクールルーム 柏市若葉町４番５４号 

中原小アフタースクールルーム 柏市中原１８２１番地の１ 

逆井小アフタースクールルーム 柏市逆井４５２番地の２ 

花野井小アフタースクールルーム 柏市花野井１６５２番地の３４ 

旭東小アフタースクールルーム 柏市旭町五丁目３番９号 

柏六小アフタースクールルーム 柏市豊四季台四丁目２番１号 

柏の葉小アフタースクールルーム 柏市十余二３４８番地４８ 中央

４０４街区３ 

手賀西小アフタースクールルーム 柏市泉５４１番地 

富勢東小アフタースクールルーム 柏市布施２１７６番地の２ 

田中北小アフタースクールルーム 柏市船戸一丁目７番地１ 



 

手賀東小アフタースクールルーム 柏市手賀４７９番地７ 

 


